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国土地理院では，平成 21年度から，我が国の基本

的な地理空間情報の整備を，今までの２万５千分１

地形図をベースとしたものから，デジタル情報であ

る，電子国土基本図に移行します． 

本小特集では，電子国土基本図のうち主として地

図情報について，全体の枠組みを構築した国土地理

院技術協議会の地理空間情報体系分科会での検討内

容，それを受けての事業展開と技術的事項について，

関連情報も含めて報告します．また，オルソ画像に

ついても，概要を報告します． 

２万５千分１地形図は，昭和 25 年に整備が再開さ

れ，約 30 年の時を経て昭和 58 年に，一部の島嶼部

を除いて全国が概成されました．また，これまで写

真撮影が不可能なことにより未整備だった竹島の２

万５千分１地形図も，人工衛星画像を使い平成 19

年 12 月に刊行されました．このように，着実に整備

されてきた地形図ですが，高精度化への要求，より

新鮮な情報ニーズへの対応等の課題を抱えていまし

た．そのような状況の下で，国土地理院が整備し国

民に提供している基本的地理空間情報について，こ

れまでの２万５千分１地形図による紙ベースの維持

管理から，新しい時代に対応したものに移るべく，

平成 19 年７月，国土地理院技術協議会に地理空間情

報体系分科会を設置して，新たな地理空間情報体系

の検討が始まりました．検討はほぼ１年かけて行わ

れ，平成 20年６月に分科会報告書が完成し，技術協

議会に提出されました． 

報告書で提案された新たな地理空間情報体系の基

本的考え方は，紙地図ベースからデジタル情報へ軸

足を移すことでした． 

具体的な要点は，以下のものです． 

１）紙地図に加えて，デジタルデータを基本測量成

果とする． 

２）現行の紙地図は，平成 25 年度までにデジタル化

を完了する． 

３）２万５千分１地形図に代わり，基盤地図情報と

整合した国土地形基盤（電子国土基本図（地図情

報））を，基本となる地理空間情報とする． 

４）１万分１地形図や５万分１地形図は，国土地形

基盤に統合し，個別の維持は行わない．また，２

万５千分１地形図は，国土地形基盤から作成する． 

国土地理院では，平成 21 年度から報告書の内容に

沿った事業展開をすべく，平成 21 年度概算要求も大

幅に組み替えて要求し，先般国会で承認を得たとこ

ろです．また，平成 20 年９月から 12月にかけて，

国土地形基盤の内容について外部の意見聴取を目的

に，有識者からなる委員会を設置し意見を伺うとと

もに，HP による一般からの意見募集などを行い，事

業実施に向けた技術的詳細を固めていきました． 

電子国土基本図は，３種類の情報から構成されて

います（図）． 

１）一番上の地図情報が本特集で詳しく説明してい

るベクトル形式の地図情報です．特徴として，基

盤地図情報を取り込み，２万５千分１の精度に限

らず，より高精度な情報を目指しています． 

２）二番目のオルソ画像は，空中写真を地図と重な

るよう変換したものですが，基盤地図情報の源情

報として利用できるほか，そのままで最新の地理

空間情報です． 

３）三番目の地名情報は，座標の代わりに，一般に

馴染み深い住所，交差点名等を用いて位置を特定

し，異なる地図でも共通して利用できるような仕

組みの構築を目的としています． 

本小特集では，電子国土基本図の全体ではありま

せんが，主として，国土地理院のこれからの地理空

間情報の提供に直接関連する地図情報の部分につい

て説明しています． 

電子国土基本図整備については，多くの人たちの

御意見，御助言をいただきました．一人ひとりのお

名前は紙面の関係もあり詳述しませんが，その方々

の支援がなければ実現しなかったと思っております．

御支援いただいた方々に感謝するとともに，今後と

も国民のニーズに応えた地理情報の整備・提供に努

めていきたいと考えております． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 電子国土基本図の構成 
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